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（訂正）「第三者割当により発行される第２回無担保転換社債型新株予約権付社債及び 

第２回新株予約権の募集に関するお知らせ」の一部訂正について 

 

 

平成 26 年５月 12日に発表いたしました「第三者割当により発行される第２回無担保転換社債型新 

株予約権付社債及び第２回新株予約権の募集に関するお知らせ」に一部誤りがありましたので、下記の通りに

訂正いたします。なお、訂正部分には下線を付けております。 

 

記 

１．訂正個所【別紙２】「コムシード株式会社第２回新株予約権発行要項」P31 

訂正前 訂正後 

６.新株予約権の目的である株式の種類及び数 

(1)本新株予約権の目的である株式の種類及び総数

は、当社普通株式 200,000 株とする（本新株予約権１

個あたりの目的である株式の数（以下「割当株式数」と

いう。）は 1,000 株とする｡）。 

６.新株予約権の目的である株式の種類及び数 

(1)本新株予約権の目的である株式の種類及び総数

は、当社普通株式 277,000 株とする（本新株予約権１

個あたりの目的である株式の数（以下「割当株式数」と

いう。）は 1,000 株とする｡）。 

 

２．訂正個所【別紙２】「コムシード株式会社第２回新株予約権発行要項」P32 

訂正前 訂正後 

９.本新株予約権の行使に際して出資される財産の価

額又はその算定方法 

(2)本新株予約権の行使により当社が当社普通株式を

新たに発行し又はこれに代えて当社の保有する当社

普通株式を処分する（以下、当社普通株式の発行又

は処分を「交付」という。）場合における株式１株あたり

の出資される財産の価額（以下「行使価額」という。）

は、500円とする。但し、行使価額は第10項に定めると

ころに従い調整されるものとする。 

９.本新株予約権の行使に際して出資される財産の価

額又はその算定方法 

(2)本新株予約権の行使により当社が当社普通株式を

新たに発行し又はこれに代えて当社の保有する当社

普通株式を処分する（以下、当社普通株式の発行又

は処分を「交付」という。）場合における株式１株あたり

の出資される財産の価額（以下「行使価額」という。）

は、360円とする。但し、行使価額は第10項に定めると

ころに従い調整されるものとする。 

 

以上 


